
人事・労務研修
～休暇の取得について～



-年次有給休暇
-特別休暇
-病気休暇

・休暇の種類

・育児・介護休業法の改正について



・年次有給休暇

【承認者】 管理者 ⇒ 統括※1 （⇒〔合議〕総務課※2）

※1 統括不在の事業所は管理者で承認。
当該事業所管理者の休暇の承認は事業本部⾧にて承認。

※2 連続して5日を超える有給休暇の取得をする場合。

【年５日の確実な取得について】
2019年4月から労働基準法により、年10日以上の年次有給休暇が付与
される労働者に対して、年５日の年次有給休暇を取得させることが義務付
けられています。



有給 無給

　　月　 日から  １日 半日 時間 □特別 □育児

　　時　　分から □病気 □介護

　　月　 日まで 　　時　　分まで □職免 □その他

　　月　 日から  １日 半日 時間 □特別 □育児

　　時　　分から □病気 □介護

　　月　 日まで 　　時　　分まで □職免 □その他

　　月　 日から  １日 半日 時間 □特別 □育児

　　時　　分から □病気 □介護

　　月　 日まで 　　時　　分まで □職免 □その他

決裁印 確認印
本人願

(届)印

出勤簿

処理印

総務課

合議

日

日　　時間 日

日　　時間

日　　時間 日

日　　時間 日

日　　時間 日

日　　時間

日

事　　　　由

日　　時間 日

日　　時間 日

日　　時間 日

（取得累計） （取得累計）

（残時間数） （残日数）

年休取得時間 休暇等の種類

(年休除く)

特別休暇等取得日数

届出

月日
期　　　　間

4 2

84

5
5
30 40

有給
休暇統括 管理

者 本人
総務
課⾧

有給
休暇

有給
休暇

有給
休暇

有給
休暇

有給
休暇

【休暇願・出勤簿の処理】

・年次有給休暇（5日を超える場合）



・特別休暇

職員種別 取得可否 給与 勤務実績

Ⅰ～Ⅳ種 ○ 〇 ○

再雇用嘱託 ○ ○ ○

月額 ○ ○ ○

日額・時給 ○ × ○

【種類】忌引、結婚、産前産後、看護、介護等
※職員種別により取得できる休暇の種類が異なります。
（就業規則別表第２参照・契約社員就業規則第32条参照）

【承認者】 管理者 ⇒ 統括 ⇒ 総務課

【提出書類】休暇願、出勤簿、取得事由を証明する書類、

【その他】日額・時給契約社員について、原則無給
（日額契約社員は忌引のみ有給）



有給 無給

　　月　 日から  １日 半日 時間 □特別 □育児

　　時　　分から □病気 □介護

　　月　 日まで 　　時　　分まで □職免 □その他

　　月　 日から  １日 半日 時間 □特別 □育児

　　時　　分から □病気 □介護

　　月　 日まで 　　時　　分まで □職免 □その他

　　月　 日から  １日 半日 時間 □特別 □育児

　　時　　分から □病気 □介護

　　月　 日まで 　　時　　分まで □職免 □その他
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【休暇願・出勤簿の処理】

・特別休暇
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・特別休暇（新型コロナウイルス感染拡大防止対策）

職員種別 取得可否 給与 勤務実績

Ⅰ～Ⅳ種 ○ 〇 ○

再雇用嘱託 ○ ○ ○

月額 ○ ○ ○

日額・時給 ○ 〇 ○

【内容】新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から出勤することが著しく
困難な場合に取得可能。
※原則本人が感染した場合は対象外。
（新型コロナウイルス感染症に関する取得可能休暇一覧参照）

【適用期間】令和５年３月３１日まで （令和4年4月時点）
※原則、国の雇用調整助成金及び緊急雇用助成金の緊急対応期
間であり特例措置を活用できる場合に限る。

【承認者】 管理者 ⇒ 統括 ⇒ 総務課

【提出書類】申立書、取得事由を証明する書類、休暇願、出勤簿





有給 無給

　　月　 日から  １日 半日 時間 □特別 □育児

　　時　　分から □病気 □介護

　　月　 日まで 　　時　　分まで □職免 □その他

　　月　 日から  １日 半日 時間 □特別 □育児

　　時　　分から □病気 □介護

　　月　 日まで 　　時　　分まで □職免 □その他

　　月　 日から  １日 半日 時間 □特別 □育児

　　時　　分から □病気 □介護

　　月　 日まで 　　時　　分まで □職免 □その他
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【休暇願・出勤簿の処理】

・特別休暇（新型コロナウイルス感染拡大防止対策）

有給
休暇

有給
休暇

有給
休暇

有給
休暇

有給
休暇

5

新型コロナウイ
ルス感染拡大防
止（2）

特別
休暇

特別
休暇

特別
休暇

特別
休暇

特別
休暇



・病気休暇

職員種別 取得可否 給与 勤務実績

Ⅰ～Ⅳ種 ○ 〇 △

再雇用嘱託 × - -

契約社員 × - -

【内容】職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないことが
やむを得ないと認められる場合における休暇（就業規則第44条）

【承認者】理事⾧

【提出書類】診断書等、休暇願、出勤簿

【その他】
・取得日数 上限90日
・賞与等の支給にかかる勤務実績の算定日数より、控除される。



有給 無給

　　月　 日から  １日 半日 時間 □特別 □育児

　　時　　分から □病気 □介護

　　月　 日まで 　　時　　分まで □職免 □その他

　　月　 日から  １日 半日 時間 □特別 □育児

　　時　　分から □病気 □介護

　　月　 日まで 　　時　　分まで □職免 □その他

　　月　 日から  １日 半日 時間 □特別 □育児

　　時　　分から □病気 □介護

　　月　 日まで 　　時　　分まで □職免 □その他
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【休暇願・出勤簿の処理】
・就労不能と診断された期間について、週休日も含めて日数をカウントする。

・病気休暇

病気
休暇

病気
休暇

病気
休暇

病気
休暇

病気
休暇

病気
休暇

病気
休暇

病気
休暇

病気
休暇

病気
休暇

病気
休暇

病気
休暇

病気
休暇

病気
休暇

ㇾ



・育児・介護休業法の改正について

【改正内容】リーフレット参照

【事業団としての対応】
令和４年４月１日、令和４年10月１日施行の
改正にあわせて、現在就業規則等の改正準備中。
改正後、改めて社内周知予定

▶令和４年４月１日施行
雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置

の義務化
有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の

緩和



● 妊娠・出産（本人または配偶者）の申し出をした労働
者に対する個別の周知・意向確認の措置
本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業

主は育児休業制度等に関する以下の事項の周知と休業の取得意向の確
認を、個別に行わなければなりません。

【周知事項】
①育児休業・産後パパ育休に関する制度
②育児休業・産後パパ育休の申し出先
③育児休業給付に関すること
④労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険
料の取り扱い

【個別周知・意向確認の方法】
①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか

※産後パパ育休については、令和４年10月１日から対象。

・育児・介護休業法の改正について


